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船舶事故調査報告書 

    

令和８年２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和７年７月２８日０４時００分頃～１４時３５分頃の間）

（医師による死亡推定時刻：２８日０９時頃） 

発生場所 不明（島根県知夫
ち ぶ

村知夫里
ち ぶ り

島南方沖） 

事故の概要  漁船福
ふく

漁
りょう

丸が航行中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和７年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 福漁丸、２.８５トン 

 ＳＮ３－１８９９３（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.９４ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５２年５

月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 ８４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成１３年９月１７日 

  免許証交付日 令和２年１１月１８日 

         （令和８年９月１６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船首部外板に破口、操舵室囲壁等に圧壊、主機等に濡損（写真１、写

真２参照） 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

本船発見場所（後述）の北北東方約６海里（Ｍ）に位置する海

士地域気象観測所における観測値は、次のとおりであった。 

海象：海上 平穏、潮流 微弱な西流、水温 約２０℃ 

 
項目 

時刻 
気温 
(℃) 

風向・風速 

平均 最大瞬間 

風向 
風速 
(m/s) 

風向 
風速 
(m/s) 

04:00 25.4 東北東 1.2 北東 2.1 

05:00 25.4 東 0.6 北東 0.9 

06:00 25.6 東北東 0.6 東北東 0.9 

07:00 28.2 北 0.5 西北西 1.4 

08:00 30.5 西北西 1.1 西北西 2.4 

09:00 31.0 北西 1.4 西北西 3.1 

10:00 31.6 北北西 1.6 西北西 3.7 

11:00 32.5 北北西 1.9 北北西 3.2 

12:00 32.2 北北西 1.9 西北西 3.9 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、令和７年７

月２８日０４時００分頃、知夫里島の知夫漁港を出航し、同島南方沖

の漁場に向かった。 

船長の親族は、ふだんは午前中に帰宅する船長が、１４時頃になっ

ても帰宅しないので、心配になり友人（以下「僚船船長」という。）

に相談した。 

船長の親族は、１４時１０分頃、僚船船長と共に僚船で、船長がよ

く行く知夫里島南西方沖の漁場（以下「西側の漁場」という。）に向

けて知夫漁港を出航した。 

僚船船長は、西側の漁場に本船がいなかったので、１４時３０分

頃、知夫里島南東方沖の漁場（以下「東側の漁場」という。）に移動

することとし、東側の漁場に向かって僚船で航行中、１４時３５分

写真２ 本船の船首部の損傷 

（漁業協同組合提供） 

写真１ 本船の損傷 

（漁業協同組合提供） 
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頃、知夫村神
かん

島西岸の岩礁地帯で無人状態の本船が横転しているのを

発見した。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 右舷側に傾いて岩礁地帯に乗り揚げた状態の本船 

（漁業協同組合提供） 

 

僚船船長は、付近に船長がいないか捜したが見つからず、１４時 

４０分頃、漁業協同組合担当者に船長が行方不明である旨の連絡を行

うとともに知夫地区の漁業者に同旨の連絡を行って船長の捜索を依頼

した。 

漁業協同組合担当者は、１４時５０分頃海上保安庁に本事故発生の

通報を行うとともにボランティアの救難所メンバーに船長の捜索を依

頼し、１５時００分頃から知夫里島内の全船舶によって船長の捜索を

開始した。 

海上保安庁は、１５時３０分頃からヘリコプターによる捜索及び 

１６時３０分頃から巡視艇による捜索を開始したが、１９時１０分

頃、日没のため、捜索を中断した。 

本船 
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２９日０５時頃から知夫里島内の全船舶による捜索を再開し、０９

時００分頃、知夫地区の漁業者によって知夫村浅
あさ

島南岸の岩礁地帯で

船長を発見した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船及び船長の発見場所概略図 

 

船長は、知夫地区の漁業者の船舶に一旦収容された後、巡視艇に引

き継がれて境港に運ばれ、医師によって、次のとおり検案された。 

死亡推定時刻：２８日０９時頃（推定） 

直接の死因：窒息 

窒息の原因：溺水の吸引（発症から死亡までの期間：短時間） 

 その他の事項 (1) 船長の漁業経験、健康状態等 

船長の漁業経験は、約２０年であった。 

船長の健康状態は、良好であった。 

(2) 本船の状況 

本船は、発見時、機関が停止しており、機関操作レバーのス 

ロットルレバーが中速域、同クラッチレバーが前進の位置にあっ

た。また、落水時に船上へ復帰するための縄ばしご
．．．

や固定ばしご
．．．

の装備はなかった。 

(3) 船長の救命胴衣の着用状況 

船長は、発見された際に救命胴衣を着用しておらず、救命胴衣

は本船が発見された近くの海上に浮いているのが発見された。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）

第２３条の４０第４項及び同法施行規則（昭和２６年運輸省令第

知夫里島 

知夫漁港 

知夫港赤島防波堤灯台 

神島 

浅島 

船長発見場所 

本船発見場所 

西側の漁場 東側の漁場 
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９１号）第１３７条第１項第４号の規定に基づき、本船の暴露甲

板上においては救命胴衣を着用する必要があった。 

(4) 船長の携帯電話 

船長は、携帯電話を身につけておらず、本船が発見された近く

の海底で発見された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長の死因は、短時間での溺水による窒息であった。 

船長は、２８日０４時００分頃に知夫漁港を出航した後、１４時 

３５分頃僚船によって神島西岸の岩礁地帯で無人状態の本船が発見さ

れたことから、この間において落水して短時間の間に溺死したものと

考えられる。 

本船は、無人の状態で発見された際、主機のクラッチレバーが前進

の位置にあったことから、船長が漁場を移動中に体勢を崩すなどして

落水した可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、船長が死亡

しており、客観的な情報も十分に得られなかったことから、船長が落

水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

船長は、発見された際に救命胴衣を着用しておらず、本船が発見さ

れた近くの海上に救命胴衣が浮いているのが発見されたものの、客観

的な情報が十分に得られなかったことから、当初から着用していな 

かったものか、落水時に脱げたものか明らかにすることができなかっ

た。 

原因 本事故は、本船が知夫里島南方沖で漁場を移動中、船長が落水して

溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型漁船に１人で乗り組む船長は、乗船中、甲板上の移動や船体

の動揺によって体勢を崩して落水することがないよう十分に注意

すること。 

・小型船舶の乗船者は、暴露甲板上においては救命胴衣を着用する

こと。また、落水時等に脱げることがないよう正しく着用するこ

と。 

 


